住民基本台帳の閲覧状況について　（平成１９年１１月１日～平成２０年１０月３１日まで）
　住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、公益性が高いと認められるものに限って許可をしています。平成１８年１１月１日の法律改正により、年に１度、閲覧状況を公表します。　

	閲覧日
	委託者
	閲覧者
	使用目的の概要
	閲覧に係る住民の範囲

	平成１９年１２月１８日
	法務省法務総合研究所研究部　研究部長　窪田守雄
	（社）中央調査社　会長　若林清造
	「第３回犯罪被害者実態（暗数）調査」ための対象者抽出。平成２１年３月頃、「法務総合研究所研究部」発刊、法務省ホームページに公表予定。
	法万。１６歳（平成３年１２月３１日まで生まれ）以上男女１３名。

	平成２０年２月１９日


	ＮＨＫ約束評価委員会（株）野村総合研究所　常務執行役員　山田澤明
	（社）中央調査社　会長　若林清造
	「放送に関する世論調査」の実施のための対象者抽出。平成２０年６月頃、ＮＨＫホームページ公表。
	德万２区、浦安地区。１６歳以上（平成４年２月末までに生まれた）男女１４名。

	平成２０年３月７日


	内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付　参事官（少子・高齢化対策第２担当）濱田幸夫
	（社）新情報センター　事務局長　平谷伸次
	「高齢期に備えての意識に関する調査」の対象者抽出のため。平成２１年３月頃、報道発表及び内閣府ホームページでの公表。
	浦安４区近辺。満５５歳以上６４歳以下の男女１４名。


